
補助金申請手続きの流れ（民間建築物の耐震診断） 

手続き 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
≪問い合わせ先≫ 

〒730-8586 広島市中区国泰寺町 1-6-34 

広島市役所  都市整備局  指導部  建築指導課 

TEL：082-504-2288  FAX：082-504-2529 

申 込 書 の 提 出 

補助金の交付申請 

補助金の交付決定 

耐震診断の実施 

（ 評 価 含 む ） 

耐 震 診 断 及 び 

評価の完了報告 

完 了 検 査 及 び 

補助金の交付確定 

補 助 金 の 交 付 

申込書を広島市都市整備局建築指導課まで提出してください。 

不明な点は、事前にお問い合わせください。 

建築指導課からの連絡後に、次の申請書類を提出してください。 

①補助金交付申請書 

②登記事項証明書などの建築物所有者がわかるもの 

③納税証明書（市税） 

④建築物の管理団体の総会の決議書など（区分所有の場合） 

⑤建築物の確認済及び検査済を証する書類等 

⑥付近見取図、平面図、立面図などの図面、写真 

⑦耐震診断（診断評価を含む）に要する費用の見積書又はその写し 

⑧課税事業者届出書（消費税の課税事業者である場合） 

市より補助金の交付が決定したことを通知します。 

決定通知書が届いてから診断に関する契約を結んでください。 

耐震診断の実施後、診断結果について耐震診断評価機関による評価を受

ける必要があります（年度末までの完了が必要です。）。 

耐震診断、評価が終了し次第、速やかに完了報告書類を提出してくださ

い。 

①補助事業実績報告書 

②耐震診断結果報告書及評価機関による評価書の写し 

③耐震診断の実施に関する契約書の写し 

④耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し 

市で補助金交付について適正かどうか審査し、補助金の確定通知をし

ます。 

 

市から補助金が、指定された口座に振り込まれます。 


